
阿賀野市条例第１４号 

   阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例 

 阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１６年阿賀野

市条例第１８７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項中「通勤手当」の次に「、地域手当、単身赴任手当」を加え、「夜間勤

務手当」を「夜勤手当」に、「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び災害派遣手当」に改

める。 

 第４条第２項第１号を削り、同項第２号中「子及び孫」を「子」に改め、同号を同項

第１号とし、同号の次に次の１号を加える。 

 (２) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

 第４条第２項第５号を次のように改める。 

 (５) 重度心身障害者 

 第６条の次に次の２条を加える。 

 （単身赴任手当） 

第６条の２ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母

の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居す

ることとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署

の移転の直後に在勤する公署に勤務することが通勤距離を考慮して規則で定める基準

に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職

員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤す

ることが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められ

ない場合は、この限りでない。 

 （地域手当） 

第６条の３ 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域にお

ける物価等を考慮して別に規程で定める地域に在勤する職員に支給する。 

 第１０条中「夜間勤務手当」を「夜勤手当」に改める。 

 第１３条第２項中「午前０時から」を「午後１０時から翌日の」に改める。 

 第１５条の次に次の１条を加える。 

 （災害派遣手当） 

第１５条の２ 災害派遣手当は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３２

条第１項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員で、住所

又は居所を離れて市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。 

 第１８条第１項第１号及び第２号中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」



に改める。 

 第１９条中「及び第５条」を削る。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１８条第１項第１号及び

第２号の改正規定は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阿賀野市上下水

道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（以下「給与条例」という。）第１８

条第１項第１号及び第２号の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

 （令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置） 

２ 令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間におけるこの条例による改正後

の給与条例第４条の規定の適用については、同条第２項中「(５) 重度心身障害者」

とあるのは 

「(５) 重度心身障害者 

 (６) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」とす

る。 

 

 

 

 

 

 


